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検体検査(一般)業務委託仕様書 

 

１ 委託業務 

(1) 業務内容 

兵庫県立加古川医療センター（以下｢当センター｣という。）の入院及び外来患者から採取された検

体の検査につき、当センターで対応することが困難な項目について、専門の衛生検査所により検査等

を行い、その結果を当センターへ報告することを業務とする。 

(2) 業務範囲 

委託する検体検査の範囲は、下記のとおりである。 

ア 一般検査 

イ 血液学検査 

ウ 生化学検査 

エ 内分泌学検査 

オ 免疫学検査 

カ ウイルス学検査 

キ 病理学検査（一般） 

ク その他・遺伝子検査（一般） 

 (3) 業務量（実績） 

検体検査実施見込件数 約54,600件（令和４年11月～令和５年10月の実施件数を年間件数に換算） 

項目数 704項目 

※ 検査項目、検査方法及び基準値は別紙１のとおり。  

 

２ 履行場所  

兵庫県加古川市神野町神野203 兵庫県立加古川医療センター 

中央検査室ほか委託業務実施にあたり利用する場所 

  

３ 委託期間  

令和６年４月１日(月)から令和７年３月31日(月)までとする。 

ただし、委託期間の終了の日までに、委託者から何らの意思表示がないときは、その翌日において更

に１年間同一の条件で更新契約書を締結し、最長令和８年３月31日までこの契約を更新できるものとす

る。 

 

４ 受注資格要件 

当該業務の受注者は、次の要件を満たす者でなければならない。 

(1) 検査業務を行う施設が、一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク(衛生検

査所業務)の認定を受けていること。 

(2) 受注者の責任において、全ての受注項目につき、当センター指定の検査方法、基準値により検査可

能であること。 
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(3) 受注者自ら実施することのできない項目や基準値及び報告単位に相違のある項目については、他の

検査機関に再委託（受注者の検査所以外で検査を行うこと。以下同じ。）することができる。ただし、

入札項目に対する再委託項目の割合は10％以下とすること。再委託する場合は、受注者の責任にお

いてその品質管理体制を担保するものとし、あらかじめ当センターに再委託者を明示して承認を得

ること。 

 

５ 業務品質の担保 

(1) 精度品質保証 

ア 検査成績を保証するための品質保証が適切に実施されていること。 

イ 検査業務を行う施設が、CAP(The College of American Pathologists)のラボ認証を受けている

ものであること。 

ウ ISO14001及びISO15189の認定を取得していること。 

エ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得していること。 

オ 次の団体の精度管理調査に年１回以上参加し、その調査結果の内容を当センターに報告すること。 

 ① 日本医師会 

 ② CAPサーベイ 

③ 日本臨床衛生検査技師会 

④ 日本衛生検査所協会 

(2) 報告日数の遵守 

報告日数は別紙１で示した日数を遵守すること。 

   

６ 履行方法 

(1) 検体回収及び配送 

ア 検体回収及び配送は、祝日を除き、９時00分から17時00分までの間に行うものとする。作業手順

等の運用方法については契約締結後において別途、協議するものとする。 

なお、上記時間外でも、緊急対応を要する検査が発生した場合は、当センター検査部門と協議の

うえ、速やかに対応すること。 

イ 必要な専用採取容器等は、誤採血等を避けるため、受注者が準備すること。 

ウ 検体の回収は、温度別（冷凍・冷蔵・室温）に管理された保存容器による温度管理を行い、検査

過誤及び変質の防止を徹底すること。  

(2) 検査実施体制 

当センターでは、検体検査のオーダーを専用の｢検査システム｣に取り込み、院内検査又は外注検査

を行っている。このようなことから、受注者は検査システムに対応した形での検査及び報告を行う

こと。 

実施にあたっては、次の条件を満たす体制を構築すること。 

ア 検査システムに対応可能な電子媒体（FD、USB）又は書面（以下「電子媒体等」という。）での受

付及び報告が可能であること。 

イ 月別集計は、下記の要件を満たした書式であること。 
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（集計形式について） 

・外来又は入院区分ができること。 

・各項目には、当月の件数と共に臨床検査項目分類コード（JLAC10）、部門分類、保険点数、契約

単価が入力され、当センターで加工できること。 

・各月集計は翌月の10日までに報告すること。 

・ファイル形式はエクセルファイルを使用すること。 

ウ 当センター指定の定量的検査については、最終濃度が報告できること。 

エ 当センター検査部にデータ通信用端末を設置し、検索機能、患者の時系列での照会や報告、規定

外報告書の閲覧及び依頼項目の報告予定日が参照できること。 

オ 電子媒体等での報告は、臨床サイクルに影響を与えないよう、報告日の午前中に行うこと。 

カ 検査項目コードのマスターは当センターの検体検査システムに合わせること。 

キ 現在、検体検査システムに登録している情報に変更がある場合、受注者側で変更すること。 

なお、受注後に基準値や報告単位の変更が生じ、システムの変更が必要となるときは、当センタ

ーに対し、説明を行うものとする。 

ク マスター登録等でハードを含め電子カルテシステムを含む当センターの検体検査システムに変 

更が生じ、対応が必要となった場合、受注者側の負担により対応すること。 

ケ 再委託を行う場合であっても、上記の条件を遵守すること。 

 

７ 業務実施上の留意事項 

(1) 検体検査に関し、契約以外の検査項目が発生した場合でも、業務範囲に含まれる項目で、自社の検

査所で対応が可能であれば費用を積算し、当センターの求めに応じ見積書を提出すること。 

(2) 受注検査に関する苦情や問い合わせ等には即時に対応できる体制を構築すること。 

(3) 病棟、外来等に対し、検体の収集方法に関する説明、専用容器等の配付、採血管等の説明など、検

査実施にあたって、必要とする知識、準備については、事前に説明を行うこと。 

(4) 検体検査システムにかかる変更が生じた場合は、受注者側の費用負担の上、対応を行うこと。 

(5) 検査結果の測定の結果、受注者の定める｢パニック値｣が出たときは、その結果を速やかに報告する

こと。 

(6) 当センターから、検査に関する情報（標準作業書、集荷記録、分析データ等の実施記録）の開示要

求をした場合は、原則として開示すること。 

(7) 依頼方法及び内容に疑義がある場合や業務実施又は報告期限等に支障がある問題が発生した場合

は、事の大小を問わず、速やかに担当者に報告すること。 

(8) 当センターの委員会等に出席を求められた場合は、参加すること。 

(9) 検査項目及び結果への問い合わせに対応するため、９時から回収時刻まで１名配置すること。 

 

８ 業務管理上の留意事項  

(1) 受注者は、業務従事者に対し、回収集荷及び分析に関する必要な専門的な教育・訓練を実施するこ

と。 

(2) 受注者は、事前に当センターでの業務従事者の氏名を記載した名簿を提出すること。また、変更す
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る場合も同様とする。 

(3) 受注者は、常に当センターでの業務従事者の健康に留意し、各業務従事者が感染の恐れのある疾患

等に罹患したときは、当該従事者を業務に従事させてはならない。 

(4) 業務の適正な実施及び当センター内の秩序維持の観点から、院長が業務従事者を不適当と判断した

場合は、その変更を命ずることができる。 

(5) 受注者は業務上知り得た患者に関わる秘密事項を如何なる場合においても第三者に漏らしてはな

らない。 

(6) 業務遂行にあたり、法定されている事項、一定水準の業務を行うために必要不可欠な事項に対応す

る費用については、受注者側が負担する。 

(7) 業務従事者が作業中に被った業務従事者の故意又は過失による事故(検体破損・滅失を含む)、事件

の補償及び賠償は、受注者の責任とする。 

(8) 回収・運搬作業中は、交通事故、物損その他事故防止に十分留意し、当センター内施設又は第三者

に損害を与えた場合は、収集運搬業者においてその賠償責任を負う。 

(9) 大規模災害が発生し、通常の業務運用が困難な場合であっても緊急要請に対応可能な危機管理体制

が確立されていること。 

(10) この仕様書に定めのない事項については、契約時及び必要時に当センター側と協議のうえ定める。  

 

９ 再委託の禁止 

本業務の全部又は主体的部分（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分）を一括して第三者に

委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）はできない。 

また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を

行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、県の書面による承認を得た場

合は、県が承認した範囲の業務を第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託することがで

きる。 

なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受注者は県に

対し全ての責任を負うものとする。 

 

10 請求・支払方法 

毎月月末に、検査実施・報告数量を基準に締めを行い、契約時の項目単価との積により、支払金額を

算出し、消費税額を加算の上、当センターの担当者に請求書を提出するものとする。なお、請求書には、

内訳として、検査項目別の報告数量を示した書類を提出すること。 

当センターは、請求内容が適正であるか確認の後、翌月末に、口座振替により指定銀行口座に全額を

支払う。 

 

11 契約 

ア 契約内容は、契約時仕様書に基づいて決定する。なお、令和６年度に診療保険点数等の変更により

価格に変更が生じる場合は、契約開始時の同割引率以下を基本として協議を行い、単価改定を行うも

のとする。その他法令又はガイドライン等の改正により、検査項目等の取扱いに変更が生じた場合は、

その都度、契約内容を変更するものとする。 
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イ 契約書は、原則として当センターにおいて原案を作成する。契約書には、暴力団排除に関する規定、

個人情報保護に関する規定等を含む。 

ウ 契約に際しては、暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）に基づき、暴力団排除に関する誓

約書の提出を求める。 

エ 契約締結後において、契約書に虚偽の記載等があった場合や適正な処理がなされていないことが

判明した場合は、契約を解除する場合がある。その他、法令又は契約書に反する事項があった場合

は、損害賠償又は解除、入札指名停止等の必要な措置を講じることがある。 

 

12 その他 

(1) 当該契約年度において、当該契約年度の翌年度（以下「翌年度」という。）の契約締結協議が整わ

ない場合は、翌年度の契約を締結するまでの間、引き続き、当該契約年度の契約条件で契約期間を

延長する。 

(2) 翌年度において、受注者が変更となる場合は、翌年度受注者に対して、誠意をもって業務内容や

その留意点について必要な情報を与え、適切な期間、引継ぎを実施すること。 

 

 

 


